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スポーツ団体ガバナンスコード
＜一般スポーツ団体向け＞(案)の概要

資料５



5月29日 スポーツ・インテグリティ部会(第6回)

・スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞(案)の取りまとめ

・スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞(案)の審議

6月10日 スポーツ審議会総会

・スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞ について答申

→同日、スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞をスポーツ庁決定

6月18日 スポーツ・インテグリティ部会(第7回)

・スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞(案)の審議

6月25日～7月11日 パブリックコメントの実施

7月23日 スポーツ・インテグリティ部会(第8回)

・スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞(案)の取りまとめ

8月6日 スポーツ審議会総会

・スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞(答申案)の審議

これまでの主な経緯
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ガバナンスコードの検討手順とスポーツ団体の類型に応じた柔軟な適用について

○ 2層構造のコードを策定している英国の例も参考に、中央競技団体向け、それ以外の一般スポーツ団体向けの2つの
ガバナンスコードを策定することとした。

○ 公共性が高く、ガバナンス確保が急務である中央競技団体を対象とするガバナンスコードについては、先行して策定。

◆ 原則、全ての規定を適用し、「自己説明ー公表」を求める

・ 唯一の国内統括組織として、国際競技大会への代表選手選考、
強化予算の配分等、社会的影響力が大きく、公共性の高い業務を
独占的に行っており、高いレベルのガバナンスの確保が求められる

（ガバナンス確保の
社会的要請）

中央競技団体(NF)

一般スポーツ団体(特に小規模な団体）

一般スポーツ団体《規模》

《公共性》 高

低

小 大

◆ 直ちに遵守することが困難である
場合には、一定の猶予期間の下で
段階的に取り組むなどの柔軟な適
用が必要

◆ 公的助成を受給する団体（都道府県・指定都市体育協会、都道府県単位
の競技団体（●●県サッカー協会等）、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ
振興を主たる目的とする一般法人、NPO法人等）のほか、公的助成を受給し
ない団体についても、自主的な「自己説明ー公表」を広く促す

◆ 統括団体や中央競技団体等を通じたコンプライアンスに係
る普及啓発（指導者育成を含む）の取組が有効か。
・ スポーツ庁としては自主的な「自己説明ー公表」を広く促す

<NF向け>コードの内容、適
用対象となり得る団体の実態
も踏まえて、より簡素なガバナ
ンスコードとする

NFと同等の高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する
団体は、<NF向け>コードの個別の規定についても、「自己説明－公
表」が求められる。（その際、NF向けの個別の規定そのものの適用では
なく、独自の原則・規範を自ら定めることも考えられる）

特に脆弱な団体
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<対象・構造＞
○ ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の対象は、NF以外のスポーツ団体。スポーツ団体

とは「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」(スポーツ基本法第2

条第2項)であるが、法人格の有無、法人形態、規模、業務内容等において極めて多種多様。

○ NF向けについては、高いレベルのガバナンスを確保する観点から、13の原則によるガバナン

スコード＜NF向け＞を策定。

○ 一般スポーツ団体の適正なガバナンスを確保するために共通的に求められる組織運営上の原

則・規範を示す原則１~原則5と高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する一

般スポーツ団体が追加的に自己説明及び公表を行うという原則６のいわば「二階建て」の構造。

<活用方法等＞
○ 各一般スポーツ団体は、ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の各規定に照らして自ら

のガバナンスの現況について確認し、その遵守状況について自己説明及び公表を行う。

○ その際、別添「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>に係るセルフチェッ

クシート」を活用することも有効。

○ 社会的影響力が大きく、NFと同等の高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断

する一般スポーツ団体にあっては、自ら必要と考えるガバナンスコード＜NF向け＞の個別の

規定についても、自己説明及び公表を行うことが求められる。

○ NFの地方組織等に該当するスポーツ団体においては、NFによるガバナンスの確保、コンプラ

イアンスの強化等に係る指導、助言等を踏まえた対応が求められる。

スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞（案）について
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原則１ 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。

(1) 法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守すること

(2) 法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守すること

(3) 事業運営に当たって適用される法令等を遵守すること

(4) 適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備すること

スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞（案）について

【全体の構成】

第１章 スポーツ団体における適正なガバナンスの確保について
１．なぜスポーツ団体におけるガバナンスの確保が求められるのか

○スポーツ基本法やスポーツ団体の特徴等を踏まえて、ガバナンスの確保が求められる背景等について記載

２. ガバナンスコードの対象について
３. ガバナンスコードの構造及び活用方法について

第２章 ガバナンスコードの規定及び解説
６つの原則について、「補足説明」（規定ごとに用語の定義や実際に取り組む上で参考となる

補足説明）を記載

別添：セルフチェックシート
○ 規定ごとに、「…しているか。」といった形で、スポーツ団体が遵守状況を自己評価でき、一覧性のあるもの

【ガバナンスコードの各規定】
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○ 一般スポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図る上で、団体運営及び事

業運営に関する重要な意思決定を行う役員等がその権限を適切に行使するととも

に、その権限の行使について、適切な監督が行われることが重要である。

○ 具体的には、法人格を有する一般スポーツ団体においては、理事会、社員総会、

評議員会等における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事、会計監査人によ

る監査等を通じて、また、法人格を有しない一般スポーツ団体においても、役員

等から構成員その他のステークホルダーに対して業務執行状況を報告する機会を

設けることなどを通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われる

ことが求められる。

○ なお、多くのNFの地方組織（都道府県の協会、連盟等。以下同じ。）は、地方

競技大会の開催、国民体育大会に係る選手選考や強化活動、指導者・審判員の育

成、指導者等に対する懲罰制度の運用など、当該地方における対象スポーツに関

する各種業務を担っており、NFに準じる公共性の高い団体であると認められる。

このため、NFの地方組織は、ガバナンスコード＜NF向け＞の原則２を参照しつ

つ、役員等の多様性及び理事会の実効性の確保、役員等の新陳代謝を図る仕組み

の構築等に取り組むことが望まれる。

＜原則１の補足説明 (4)について＞（抜粋）
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原則２ 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
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○ 一般スポーツ団体がステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織

運営を実現するためには、組織として目指すべき基本方針（ミッション、ビジョ

ン等）を作成し、公表することが求められる。

＜原則2の補足説明＞ （抜粋）

原則3  暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。

(1) 役職員に対し、コンプライアンス教育を実施すること、又はコンプライアンスに

関する研修等への参加を促すこと

(2) 指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施すること、又はコンプラ

イアンスに関する研修等への参加を促すこと

原則4  公正かつ適切な会計処理をすべきである。

(1) 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守すること

(2) 国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン

等を遵守すること

(3) 会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備すること
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原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると判断する場合、ガバナンスコード

＜NF向け＞の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明び公表を行う

べきである。

原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に

開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。

○ 組織の人的・財政的規模や業務内容等に鑑み、社会的影響力が大きく、NFと同等の高いレ
ベルのガバナンスを確保することが求められると自ら判断する一般スポーツ団体にあって
は、自らに適用することが必要と考えるガバナンスコード＜NF向け＞の個別の規定につい
ても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うことが求められる。

○ ガバナンスコード＜NF向け＞の個別の規定の適用の在り方については、各一般スポーツ団
体が、自らの団体の公共性、組織の特徴や業務内容、ステークホルダーとの関係等を踏ま
えて判断するものとする。例えば、NFの地方組織において、NFが設ける通報制度や懲罰制
度に倣って自らの制度を設けている場合に、当該制度の運用について、ガバナンスコード
＜NF向け＞の原則9（通報制度に関する原則）や原則10（懲罰制度に関する原則）の各規
定の遵守状況について自己説明及び公表を行うことなどが考えられる。

○ また、その際、ガバナンスコード＜NF向け＞の個別の規定そのものを適用するのではなく、
個別の規定を参考にしつつ、独自の原則・規範を自ら定めることも考えられる。

＜原則６の補足説明＞



別添：セルフチェックシート（一部抜粋）
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スポーツ庁 日本スポーツ振興センタースポーツ団体ガバナンスコードの適用対象

： 加盟
：一部加盟

【市区町村】
スポーツ部局
教育委員会／

首長部局（障害
福祉部局）

日本
中学校
体育連

盟

全国
高等学
校体育
連盟

出典：『スポーツ白書2017』（笹川スポーツ財団）の図等を参考に作成

大学ス
ポーツ
協会

UNIVAS

総合型地域
スポーツクラブ

※現在、日本スポーツ協会が登録・認証等の
制度の整備を検討している

市区町村
体育・ｽﾎﾟｰﾂ協会

都道府県・指定都市
障がい者

スポーツ協会

中央競技団体
＜NF＞

日本スポーツ
協会(JSPO)

日本
オリンピック
委員会(JOC)

日本
レクリエー

ション
協会

都道府県
競技団体

市区町村
競技団体

日本
トップ
リーグ

連携機構

都道府
県レク
リエー
ション
協会等

単位
スポーツ少年団

日本
プロ

スポー
ツ協会

日本相撲協会
日本野球機構
日本プロサッ
カーリーグ

等

・・・ガバナンスコード＜NF向け＞の対象
・・・ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の対象
(統括団体、NF等に属している）

・・・ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞の対象
(統括団体、NF等に属していない）

クラブ・
チーム

都道府県
高等学校
体育連盟

都道府県
中学校

体育連盟

都道府県
小学校

体育連盟

【都道府県】
スポーツ部局
教育委員会／

首長部局（障害
福祉部局）

中央競技団体や統括団体（及びその下部組織）等に
属しない小規模スポーツ団体

日本バレー
ボールリーグ

機構
ホッケージャ
パンリーグ

日本プロサッ
カーリーグ

等 都道府県
体育・ｽﾎﾟｰﾂ

協会

スポーツ庁として「自己
説明－公表」を行うよう
協力を依頼する

スポーツ庁として広く「自
己説明－公表」を呼びかけ
る（公的助成を受給してい
ない場合、ガバナンスコー
ドが適用されるべきスポー
ツ団体に該当するかどうか
は各団体による自己判断）

（参考）
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日本障がい者
スポーツ協会(JPSA)

日本
パラリンピック
委員会（JPC）

（登 録）

市区町村
障がい者

スポーツ協会

※JPC加盟以外のJPSA登録団体
は、ガバナンスコード＜NF向け＞
に基づく適合性審査の対象外


